
郷土の古文書 
「その６ 入会山争論（２）」 
 解説  

秋留台地の農地もますます開発が進み、田畑の肥料にする秣
まぐさ

の不足は深刻度を増してきました。そのため二宮
にのみや

村他６か村の

人達は大久野
お お ぐ の

や深沢
ふかさわ

の山へ秣を取りに入ったところ、争論が起こりました。秣場とは、村人が生活するための物資(家畜の飼

料・田畑の肥料にする草、屋根に使う萱、燃料の薪炭等)を得るために共同で利用する山野をいいます。この古文書は、二宮

村他６か村が大久野村と深沢村を相手取り、訴えでた事による裁許状の写です。 

裁許状の内容 

一、 慶安二年(1649)の大久野村と平井村・伊奈村の入会山
いりあいやま

争論の時、大久野山は運上場
うんじ ょ うば

(雑税を賦課された場所)に定めら

れ、代官より３０余か村へ古札
こ ふ だ

を出しているが、その札には｢山入の時節１０月(現在の１１月頃)｣と書かれており、秣・

苗代草
なわしろぐさ

を採る時期とは異なって、萱
かや

刈取りのための裁許状である事は明らかである。 

一、右の証文で大久野山に入合っている村々は、大久野、平井、伊奈、三内
さんない

、小机
こづくえ

の５か村で、訴えている７か村は記され

ていない。 

一、 深沢山は前々から入来たる村々はあるが、二宮村他６か村は加わっていない。 

 

以上のことから訴えでた７か村の言い分はいわれなき事で、今まで通りのやり方を守るよう言い渡され、二宮村他６か村の

敗訴で決着をみたのでした。
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摩
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邊
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沢
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川
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油
平
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牛
沼
村
雨
間
村
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同
郡
大
久
野
村
深

沢
村
草
刈
場
争
論
の
事
糺
明
し
た
処
、
右
の

七
か
村
は
大
久
野
山
へ
入
り
、
以
前
か
ら
秣

を
採
っ
て
き
た
と
訴
え
出
た
け
れ
ど
も
、
三

十
七
か
年
以
前
大
久
野
山
を
運
上
場
に
定
め

た
時
、
御
代
官
よ
り
三
十
余
か
村
へ
出
し
置

い
た
古
札
に
「
山
入
り
の
節
十
月
」
と
書
か

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
元
来
萱
札
の
事
を
言

っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
な

の
に
、
今
ま
た
秣
・
苗
代
草
を
以
前
か
ら
刈

り
取
っ
て
い
る
と
申
す
は
筋
が
立
た
な
い
。

慶
安
弐
年(

一
六
四
九)

の
大
久
野
村
と
平
井

村
・
伊
奈
村
の
秣
山
論
の
時
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越
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守

他
六
名
の
方
々
が
巡
検
を
遂
げ
ら
れ
、
大
久

野
・
平
井
・
伊
奈
・
三
内
・
小
机
の
五
か
村

は
入
会
村
で
あ
る
と
裁
断
し
、
そ
の
時
の
証

文
に
、
訴
え
出
た
二
宮
村
他
六
か
村
は
載
せ

て
い
な
い
。
ま
た
深
沢
村
の
申
す
に
は
、
入

来
る
村
々
の
中
に
や
は
り
七
か
村
は
加
わ
っ

て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
七
か
村
の
訴
え
は
い

わ
れ
な
き
事
で
認
め
る
事
は
出
来
ず
、
前
々

か
ら
の
し
き
た
り
通
り
に
守
る
こ
と
。
後
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